
議案第 ８０ 号 

 

 

令和７年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号） 

 

令和７年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）は、次に定める 

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２６，５７１千円を追加し、   

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０７，１４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

令和７年１２月１１日提出 

上富田町長  奥 田  誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 210 63 273

1 財産運用収入 210 63 273

2 80,350 700 81,050

1 収益事業収入及び雑入 80,350 700 81,050

4 10 125,808 125,818

1 繰越金 10 125,808 125,818

80,570 126,571 207,141

1 80,120 207 80,327

1 宅地造成管理費 80,120 207 80,327

3 0 126,364 126,364

1 予備費 0 126,364 126,364

80,570 126,571 207,141

計

 千円  千円  千円

繰越金

宅地造成費

補正前の額 補　正　額款 項

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

予備費

歳　　出　　合　　計

補　正　額

 千円

財産収入

諸収入

歳　　入　　合　　計

歳　　出



１　総　　括

（歳　　入）

1 財産収入 210 63 273

2 諸収入 80,350 700 81,050

4 繰越金 10 125,808 125,818

80,570 126,571 207,141

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計



（歳　　出）

1 宅地造成費 80,120 207 80,327

3 予備費 0 126,364 126,364

80,570 126,571 207,141

 千円  千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 計



国県支出金 地　方　債 そ　の　他

63 144

126,364

0 0 63 126,508

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一　般　財　源

 千円 千円 千円



計 10 125,808 125,818

1 繰越金 10 125,808 125,818

　４款　繰越金 125,808千円

　１項　繰越金 125,808千円

計 80,350 700 81,050

1 宅地造成事業収入 78,188 700 78,888

　２款　諸収入 700千円

　１項　収益事業収入及び雑入 700千円

計 210 63 273

1 利子及び配当金 210 63

 千円  千円  千円

273

目 補正前の額 補　正　額 計

２　　歳    入

　１款　財産収入 63千円

　１項　財産運用収入 63千円



特別会計宅地造成事業

125,808 前年度繰越金 125,808前年度繰越金1

財産貸付料 7002 財産貸付収入 700

金

企業用地造成事業基金預金利子 63

 千円  千円

節

1 利子及び配当 63

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額



63 144計 80,120 207 80,327 0 0

業費

63 1441 宅地造成事 80,120 207 80,327

 千円  千円

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円

目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

３　　歳    出

　１款　宅地造成費 207千円

　１項　宅地造成管理費 207千円

　３款　予備費 126,364千円

　１項　予備費 126,364千円

1 予備費 0 126,364 126,364 126,364

計 0 126,364 126,364 0 0 0 126,364



企業用地造成事業基金積立金 6324 積立金 63

及び割引料

墓地使用料返還金 14422 償還金、利子 144

 千円 千円

区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　明

特別会計宅地造成事業


